
令和５(2023)年度米国 FIT 層向けメディアプロモーション事業 

企画提案仕様書 

 

１ 事業名 

  令和５(2023)年度米国 FIT 層向けメディアプロモーション事業 

 

２ 委託期間 

  契約締結の日から令和６（2024）年２月 29日（木）まで 

 

３ 事業の目的 

米国市場においては、訪日旅行が早期に回復すると予想されており、本県観光の強みである自然や歴

史・文化との親和性が高く、今後更なる誘客が期待できる。 

また、米国は FIT 化が進んでおり、自分の好みに合った旅程を求める志向が強く、９割近くが個人旅

行者であることから、本事業では、メディア等を活用し、広く米国現地一般消費者に向けた情報発信を

実施し、米国内での本県観光の認知度向上及び米国 FIT 層の誘客促進を図る。 

 

４ 業務内容 

（１）動画・記事制作 

  ア 内容 

・本県観光の魅力を伝える動画及び記事を制作すること。 

・米国をターゲットとし、動画及び記事の言語は英語とすること。なお、日本語から翻訳する場

合は、英語を母国語とし、かつ日本語を解する翻訳者による確認をすること。 

・動画及び記事の制作本数は各１本とし、動画の長さは 1本あたり 8分～10分程度とすること。 

・動画及び記事の内容は、県内の複数市町（２市町以上）を１泊２日で巡る旅程とし、米国の現

地一般消費者に訴求力のある宿泊施設や観光施設等を取材し、紹介するとともに、各施設まで

のアクセスを含め、視聴者が同様の旅行を楽しめる現実的な旅程とすること。 

・動画と記事はそれぞれが独立することなく、双方向に繋がりをもたせ、見せ方を工夫するこ

と。 

・動画の撮影・制作には、最新の撮影設備や技術を使用するなど、インパクトのあるビジュアル

や内容とすること。 

・動画の制作には、訪日外国人を対象とした英語の動画制作で実績のある者が監修等を行うこ

と。 

  イ ライターの選定・調整 

・ライター（在日・訪日は問わない）を選定し、招請に係る調整を行うこと。 

・ライターの概要（プロフィール、過去の実績等）及び選定理由を企画提案書に記載すること。 

  ウ 取材コース（旅程）の企画・調整・手配・運営 

    ・取材は、令和５（2023）年９月から 11月の間に実施すること。 

    ・想定する旅程及び取材先、取材スケジュールについて、企画提案書に記載すること。 



    ・ライター及び撮影スタッフ等取材に必要な同行者（以下、「同行者」という）の本県までの交

通（往復）を手配すること。 

    ・動画・記事制作や取材に必要な調整（取材先、ライター、同行者等との調整含む）を行うこと。  

エ 全行程内の宿泊・飲食・取材・通訳等の手配、調整 

    ・ライター及び同行者の宿泊、飲食、取材の手配（支払含む）を行うこと。 

・ライターが日本語を解さない者の場合、全行程において、その実施につき滞りのない運営がで

きるだけの通訳を手配すること。 

（２）情報発信 

ア 媒体の選定 

・米国の現地一般消費者に訴求力のある情報発信媒体を選定し、情報発信すること。 

・記事の発信媒体は問わないが、媒体の詳細（利用者属性、リーチ数、掲載期間、発信対象等）及

び選定理由について企画提案書に記載すること。 

・動画は受託者が用意する YouTube チャンネルにおいて発信することとし、使用するチャンネル

の詳細（チャンネル登録者数、類似動画１本あたりのオーガニックアクセスによる再生回数、発

信対象等）及び、視聴者維持率が 30％を超えるよう、視聴離脱者を抑える工夫を企画提案書に

記載すること。 

・媒体数は特に問わない。（複数の媒体の組み合わせも可とする。） 

イ 実施方法・発信時期 

   ・具体的な実施方法や発信時期、スケジュール等を企画提案書に記載すること。 

   ・発信時期等の詳細については、企画提案の内容を踏まえ、委託者との協議により決定するものと

すること。 

   ・動画再生回数及び記事ページ閲覧数の目標値を設定し、企画提案書に記載すること。なお、設定

にあたっては「ア 媒体の選定」において提案した媒体の特性を踏まえ、明確な根拠を示すこと。 

・上記目標値を達成した場合も、事業効果の最大化を目指し、履行期間中及びその後も可能な限り

継続して動画及び記事を掲載すること。 

 

５ その他の留意事項 

（１）実施内容については、企画提案書の内容を踏まえ委託者と協議の上決定するものとする。 

（２）本事業に係る運営、管理及び庶務全般を行うこと。 

（３）事業の実施記録については、カメラ等を用いて記録を行うこと。 

（４）委託者と密に連絡・調整を行うこと。 

（５）本事業は委託者と十分に協議を行いながら事業を進めることとし、作業内容及び本仕様書の内容

に疑義が生じたときは、その都度委託者と協議の上でその指示に従い作業を進めること。また、委

託者は作業期間中いつでもその作業状況の報告を求めることができるものとする。なお、本仕様書

に定めのない事項については、その都度協議の上で対応するものとする。 

（６）成果品については、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証すること。 

（７）第三者が有する知的財産権の侵害の申立を受けたときには、受託者の責任（解決に要する一切の費

用負担を含む。）において解決すること。 



（８）本事業で取り扱うこととなる個人情報の管理は適正に実施すること。 

（９）成果物に重大な瑕疵があった場合は、原因者において、回収、修正等必要な措置を講じること。 

６ 成果物の作成 

（１）効果測定の実施 

   評価指標は次のとおりとする。 

    ア 動画・記事制作数 各１本 

    イ 受託者が設定する動画再生回数及び記事閲覧数に関する目標値 

（２）提出物 

・事業実施報告書 A4 カラー冊子２部及び電子媒体（USB メモリ）１個 

・制作物データ（動画及び記事） 上記電子媒体に格納すること 

 

（３）履行期限 

令和６(2024)年２月 29日（木） 

（４）提出先 

栃木県宇都宮市塙田 1-1-20 

栃木県国際観光推進協議会（栃木県産業労働観光部観光交流課内） 

※ 提出物は、画像等を用いた視覚的な記録を含めるなど、分かりやすい内容とすること。 

 

７ 企画提案書に盛り込む内容 

（１）企画提案者の概要等 

（２）企画提案内容（仕様書記載の業務内容に関する具体的な企画案を記載。また、仕様書に定める

内容以外に独自に提案できる事項がある場合は、その内容を記載。） 

（３）業務遂行人員体制及び業務スケジュール 

（４）国又は地方公共団体等における同様の受注業務実績 

（５）見積額（概算及び内訳） 


